
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
に
お
い
て
徳
島
県
の
締
結
す
る
契
約
の
う
ち
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二

号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
（
県
有
庁
舎
等
の
維
持
管
理
業
務
並
び
に
建
設
工
事
及
び
建
設
工
事
に

係
る
測
量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。

）
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
六
年
四
月
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

資
格

特
定
調
達
契
約
に
係
る
入
札
に
参
加
す
る
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
は
、
物

品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和
五
十
六

年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
。
以
下
「
審
査
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

に
よ
り
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
随
時
と
し
、
資
格
審
査
の
申
請
の
方
法
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

審
査
要
綱
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
号
の
経

歴
書
の
作
成
に
用
い
る
言
語
は
、
日
本
語
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
で

外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

２

申
請
書
及
び
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
金
額
欄
に
つ
い
て

は
、
外
国
の
通
貨
単
位
に
よ
ら
ず
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号

）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

外
国
人
又
は
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

４

申
請
書
等
の
提
出
は
、
記
載
内
容
を
説
明
で
き
る
者
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

申
請
書
等
の
提
出
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
○
八
八
―
六
二
一
―
二
○
六
七
）

三

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
は
、
１
の
場
所
に
お
い
て
配
布
さ
れ
る
も
の
又
は
２

の
場
所
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
と
す
る
。

１

徳
島
県
の
庁
舎
に
お
け
る
配
布
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
○
八
八
―
六
二
一
―
二
○
六
七
）

２

徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
掲
載
場
所
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四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知



資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
は
、
審
査
要
綱
第
五
条
及
び
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手

続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
三
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
。

五

資
格
の
有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
と

す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
二
の
１
か
ら
５
ま

で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

七

そ
の
他

資
格
審
査
の
申
請
に
係
る
変
更
届
等
に
つ
い
て
は
、
審
査
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


